
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．背景と目的 産における森林の保護の方向性に関する考察では，五箇山におけ

る森林の主な植生群落および雪持林は現在でも生活に関連してい

ることを明らかにしている 10)。この他にも世界遺産である相倉・

菅沼集落の雪持林の位置の解明 7)，五箇山旧利賀村における雪崩

による被害状況および防災対策についての報告など 11)，様々な課

題について研究が挙げられる。だがこれらの研究は，世界遺産地

域に位置する雪持林の分布やその現状把握に関する調査が多数を

占めており，災害発生後の対策に関する調査報告もなされている

が，五箇山の社会背景をベースに，雪持林の分布・管理の変化お

よびその原因に着目した研究は未だにない。

富山県は多雪地帯に位置することから雪害の常襲地帯である。

特に県西部の丘陵地帯は冠雪害の危険性が最も高いといわれてい

る 1)。県西部に位置する五箇山は豪雪地帯であり，両側を急峻な

山々に挟まれた庄川の谷間に存在し，積雪は最深時 3m～4m に

達し，融雪時期は 5 月下旬である。五箇山は旧平村，旧上平村，

旧利賀村の三村（2004年に行われた市町村合併以前）を合わせた

地域の総称である。この地域では，表層雪崩（地域では「アワ雪

崩」と呼ばれる）が多発し，かつてから雪崩の被害（人命の喪失，

建物の倒壊など）が多かった 2)。降雪が連続すると村内各集落の

徒歩連絡も不能となり，各集落は孤立し，重大な事態を生ずる恐

れがある 3)。五箇山では，1931年～1990年の間に総計57件で，

死者総数61名，負傷者16名の雪崩災害が報告されている 4)。 

雪持林の雪崩災害防止効果に関する研究では，若齢広葉樹林の

雪崩防止効果 12)，ブナとスギを比較した斜面積雪の安定に必要な

立木密度に関する研究 13)，なだれ防止林の立木密度 14)などといっ

た，雪崩防止効果を発揮するための森林の有るべき姿を示した研

究が多数存在している。だが既存する雪持林を最適な状態に保ち，

生態系による防災としての機能減少を防ぐための管理方法や地元

で継続可能な維持方法の提案についての研究は未だに少ない。

五箇山では，集落を雪崩による災害から守るために，「雪持林」

（地域では「オオハイ」と呼ばれる）というなだれ防止林が1600
年代頃（江戸期）から維持・管理されてきた 5)。雪持林（なだれ

防止林）（以下「雪持林」と略す）は雪崩などの山地災害の防止や

水源の涵養などといった公益的機能を発揮し 6)，建築材や燃料資

源としても利用されていた 5)。世界遺産である相倉・菅沼集落の

雪持林の一部は伝建地区にも含まれ，環境物件として特定されて

いる 7)。雪持林は五箇山の景観を支える重要な構成要素であり，

伝統的な建築材料の供給源である茅場の環境を保つ上でも重要な

存在である 7)。近年，山村地域では森林の手入れ不足などの問題

が発生している 8)。雪持林は禁伐林であるが，定期的な管理作業

が必要となる。しかしながら，林内のなだれ防止の段切り（急勾

配の地盤を階段状に削ること）の補修や倒木の処理，下刈りの手

入れが不足している 9)。地域住民や観光客の雪持林に対する意識

が低下する傾向も見られる 9)。 

本研究では，五箇山旧平村を対象に，1947年（昭和22年）以

降の雪持林の分布様式および管理形態の変遷を把握し，雪持林の

林種の特徴を明らかにすることを目的とした。地域および行政上

での雪持林の特徴や位置付けとその変化をふまえ，今後の雪持林

の保全，管理の方向性を検討した。

２．研究方法

（１）調査対象

本研究は，1987年（昭和62年）発刊された旧平村を対象とし

た「雪持林（なだれ防止林）概要調査」（以下「1987年概要調査」

と略す）に基づき，雪持林の変遷に関する研究を行うため，対象

地は五箇山「旧平村」（2004年の市町村合併により，現在は南砺

市に位置する）とした。五箇山では，旧平村以外の村での雪持林

に関する詳細調査の実施例がないため，既存資料は存在しない。

五箇山の雪持林に関する既存研究には，1987 年（昭和 62 年）

発刊の「雪持林（なだれ防止林）概要調査」があり，1947年の雪

持林の分布および 1987 年の植生を記録している 9)。世界文化遺
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豪雪地帯に位置する五箇山では，表層雪崩から集落を守るため，

集落背後の急斜面（約 30°～50°）にある広葉樹林がなだれ防

止機能を発揮する雪持林として地域ごとに定められてきた7)9)。雪

持林は，1897年の森林法の制定による保安林制度の創設により，

1898年より順次「なだれ防止保安林」に指定され，維持・管理さ

れてきた6)。「なだれ防止保安林」の定義は，雪庇の発生や雪が滑

り出すのを防いだり，雪の滑りの勢いを弱めたり，方向を変えた

りすること等により雪崩被害を防止する森林のことである 15)。本

研究では，調査対象とする五箇山「旧平村」の雪持林を，①雪持

林（1947 年）：「1987 年概要調査」で示されている1947 年時点

の雪持林，②雪持林（2018年）：雪持林（1947年）の範囲にあり，

2018年時点で「なだれ防止保安林」に指定される雪持林に区分し

た。雪持林（1947 年）は, 「1987 年概要調査」において，航空

写真の判読と地域住民による認識に基づいて示された雪持林の範

囲（「1987年概要調査」参加者への聞き取り調査において確認）

である。また，2018年時点で「なだれ防止保安林」となる範囲は,
「なだれ防止保安林」（2018年）と表記した。 

代），平市民センターの職員1名（50代），旧平村地域住民８名（60
代１名・70代3名・80代１名・90代3名）の総計12名である。 

３．結果

（１）雪持林と「なだれ防止保安林」の分布とその変化

１）雪持林（1947年）の分布 
雪持林（1947年）の分布については，「1987年概要調査」に基

づく範囲 16)を示した（図－1）。表－１は旧平村における雪持林の

一覧である。旧平村に属する22集落のうち，1947年時点で雪持

林が存在した集落は，上梨・田向・相倉・見座・下梨・小来栖・

梨谷・大島・篭渡・東中江・下出・入谷・寿川・大崩島・渡原・

杉尾・祖山の 17 集落であった。雪持林（1947 年）の総面積は

357.17haであった。集落ごとの雪持林（1947年）の面積は，最

小で 1.24ha，最大 77.85ha であった。比較的大規模な雪持林が

存在する集落は上梨，大島，篭渡及び祖山であり，小規模な雪持

林を有するのは小来栖や東中江，下出，大崩島であった。雪持林

（1947 年）の標高については，全体的では 250m～1039m の範

囲に存在するが，約300m～800mに多く分布していた。 （２）雪持林と「なだれ防止保安林」の分布とその変化

旧平村の雪持林において，その分布，面積，標高を把握した。

分布状況については，「1987年概要調査」の報告書に記載されて

いる「図3．終戦直後（昭和22年）航空写真に見られた雪持林の

分布」16)17)および 2018 年の森林計画図の「なだれ防止保安林」

指定区域に基づき，GIS を用いて雪持林（1947 年）と「なだれ

防止保安林」（2018年）の分布図を作成した。双方の重なる部分

を雪持林（2018年）としてその分布を把握した。面積計算につい

ては，作成した分布図に基づき，GISを用いて旧平村に属する集

落ごとの雪持林（1947年），「なだれ防止保安林」（2018年）およ

び雪持林（2018 年）の面積を算出した。標高については，1953
年測量の地形図をベースにし，雪持林（1947年）の標高状況を判

断した。2018年森林計画図の地形情報から「なだれ防止保安林」

（2018年）と雪持林（2018年）の標高を把握した。 

雪持林（1947年）は，主に庄川沿岸に位置する集落背後の急斜

面に分布しているが，梨谷の雪持林は庄川の支流である梨谷川沿

いに存在しているなど，各集落の雪持林分布は異なる特徴があっ

た。1集落につき１箇所の雪持林のみ存在する事例は10集落であ

り，その他の7集落では複数箇所に分かれて存在していた。雪持

林と集落居住域との位置関係にも違いがあった。上梨では標高

310m～1039m，大島は 320m～1031m の範囲に分布している。

他の集落と比べ広範囲で高い標高に雪持林が位置することから，

雪崩発生リスクが比較的高い集落であると考えられる。

「1987年概要調査」によると，雪持林は禁伐になるため，かつ

ては雪持林の分布範囲は限られ，集落を雪崩から守るために最小

限必要な場所のみ定めた 9)とある。集落に近い山林は雪持林以外

に薪炭林として多く利用され9)，1940年代前後には戦争中の軍需

物資として大量の木材が必要となり，森林は大量に伐採された 18)。

聞き取り調査の結果からも，1947年頃の旧平村では大部分が合掌

造り民家であり，集落に近い土地は急斜面でも畑地や茅場，薪炭

林に細分化して利用され，雪持林以外の森林は伐採地や若齢林で

あったことが明らかになった。1950年代以降の合掌造りの建替時

期に，各家庭は自分の集落が有する雪持林から大木（ブナやケヤ

キ，クリ）を1本伐採し，新築の梁などに使用することが許され

た 9)。食糧不足の時代では，トチノキなどの種子は重要な食料と

して地域住民の生活を維持し 19)，現在でも食用に利用されていた。 

（３）雪持林（2018年）の法制度上の指定経緯と管理形態 
雪持林の管理形態として，「なだれ防止保安林」の指定経緯, 補
助制度の利用状況および所有管理者を 2018 年の森林計画図およ

び南砺市の森林政策担当者への聞き取り調査に基づき把握した。

また，関連する森林政策を把握した。

（４）雪持林と「なだれ防止保安林」の林種

雪持林（1947年）と「なだれ防止保安林」（2018年）の現在の

林種の特徴を把握するため，作成した分布図をもとに，2018年の

森林簿から雪持林（1947年）の分布範囲内で777小班，「なだれ

防止保安林」（2018 年）で 565 小班の情報を抽出した。雪持林

（2018 年）の林種を明らかにするため，その分布範囲内の総計

88小班の情報を加え，集落ごとの雪持林の林種（2019 年森林簿

を参照），林齢および1haあたりの材積を求めた。 

２）「なだれ防止保安林」（2018年）の分布 
旧平村に属する「なだれ防止保安林」（2018年）について分析

を行った（図－1）。2018 年時点で「なだれ防止保安林」が存在

している集落は，上梨・田向・相倉・見座・下梨・中畑・小来栖・

梨谷・大島・篭渡・東中江・高草嶺・下出・入谷・大崩島・渡原・

杉尾・障子倉・祖山の総計19集落であった。「なだれ防止保安林」

（2018年）の総面積は369.21haであった。集落ごとの「なだれ

防止保安林」の面積は，最小で0.45ha，最大74.89haである（表

－1）。そのうち，比較的大規模な「なだれ防止保安林」（2018年）

が存在する集落は上梨や相倉，下梨，杉尾，祖山であり，小規模

なものを有するのは見座や中畑，小来栖，障子倉であった。「なだ

れ防止保安林」（2018年）の標高についてみると，全体では215m
～1039mの所に分布していた（表－1）。 

主要樹種については，「1987年概要調査」に基づき，各集落の

雪持林内に存在する主要樹種3種類を抽出した。林種は，天然林

や人工林，散生地などに分類した。集落ごとの雪持林（1947年）

と「なだれ防止保安林」（2018年）について，分類ごとに面積お

よび割合を算出した。また，各集落の雪持林（2018年）を対象に，

小班ごとの林種を把握し，林種ごとの面積を合計した上で，それ

ぞれの林齢と1haあたりの材積を求めた。 
（５）聞き取り調査

聞き取り調査により，①戦後から現在までの雪持林の林種の変

化，②雪持林の分布の変化をもたらした社会的背景，③2019年ま

での雪持林所有管理状況の変化とその社会的背景を明らかにした。

聞き取り調査は2020 年7 月～9 月に総計3回実施した。調査対

象者は「1987年概要調査」の実施・編集を行った旧平村雪持林調

査委員会の委員1名（80代），南砺市役所の職員2名（40代・50

「なだれ防止保安林」（2018年）の分布は，一部が集落の背後

の傾斜地に位置し，雪持林（1947年）の分布状況と重複していた。

雪持林（1947 年）の標高の分布と比較すると，分布域はやや広

く,215m～250m の標高の低い箇所にも存在した。それに加え，

集落から離れた奥山や，庄川とその支流沿いでの「なだれ防止保
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図－1 旧平村における雪持林（1947年）・「なだれ防止保安林」（2018年）・雪持林（2018年）の分布 
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安林」の指定区域が増加していた。各集落の分布状況については，

「なだれ防止保安林」が散在する事例が多く見られた。  
３）雪持林（2018年）の分布 
図－1 に雪持林（2018 年）の分布を示す。2018 年時点で雪持

林が存在した集落は，上梨・田向・相倉・下梨・小来栖・梨谷・

大島・篭渡・東中江・下出・入谷・大崩島・渡原・杉尾・祖山の

15 集落であった。雪持林（2018 年）の総面積は 123.21ha であ

り，集落ごとにみた最小面積は 0.17ha，最大は 24.93ha であっ

た（表－1）。比較的大規模な雪持林が存在する集落は上梨，相倉，

大島および祖山であり，下梨や小来栖，東中江，下出，大崩島の

雪持林は小規模であった。雪持林（2018年）の標高は，全体的で

は280m～1039mの範囲にあり，主に300m～700mの範囲に分

布していた（表－1）。雪持林（2018 年）の面積は雪持林（1947
年）の約3分の1となり，分布する標高の範囲も縮小した。 
雪持林（2018年）は，主に集落背後の急斜面に存在し，雪持林

（1947年）の分布と比べると，居住地付近（標高250m～280m）

の雪持林が大きく減少した。一方，雪持林（1947年）の中央部は

大きく変化しておらず，2018年も雪持林となっていた。また，上

梨では複数箇所の雪持林が確認されたが，それ以外では，1 集落

につき１箇所の雪持林が分布するのみになった。 
1898年には，上梨や大島，祖山などを含む13集落の雪持林（2018
年）の一部が森林法に基づく保安林（「頽雪（たいせつ）防止林」）

として指定された。その後，森林法の改正に伴い，災害発生など

との関係で，旧平村地域の雪持林（2018年）は部分的ではあるが，

徐々に「なだれ防止保安林」として指定される区域が増え続けた。

1907年～1992年の間に上梨や相倉，下梨，梨谷などの7集落で

追加指定があった。 

雪持林の箇所数や面積が減少した要因としては，戦後の伐採に

より荒廃した森林の復旧や高度経済成長期における木材需要の増

大など，各時代の社会・経済的要請に応えるため，タテヤマスギ

を中心とする造林が推進されたことが挙げられる。また，食糧が

不足した時代には，地域住民の生活を維持するために集落付近の

雪持林の中で雪崩リスクが低い雪持林を畑にした。こうした，雪

持林範囲の縮小による雪崩リスク増加を軽減するため，一部雪持

林に雪崩防止柵を設置した集落もあった。 

２）雪持林（2018年）の管理形態 
表－2は，雪持林（2018年）の管理に関する森林政策をまとめ

た年表である。1907年旧森林法の改正に伴い森林組合制度が創設

された。その後，1951年での現行森林法の制定により生産森林組

合が創設され，集落共有林であった雪持林（2018年）の一部は生

産費事業による補助金制度を利用した管理を行ってきた。 

（２）雪持林（2018年）の法制度上の指定経緯と管理形態 
１）雪持林（2018年）の指定経緯 
旧平村は雪崩被害の常襲地域であり，1936年以降の雪崩被害発

生状況 4)20)を表－2 に示す。上梨や中畑，梨谷，祖山，下梨に多

くの雪崩被害が襲来した。雪崩被害を減少・防止するため，法制

度上での雪持林の保全・経営の継続を求め，森林法による保安林

制度や森林組合制度が設立された 21)22)。旧平村地域における雪持

林（2018年）の森林法による「なだれ防止保安林」に指定された

年を表－1に示す。1896年（明治29年）に発生した全国的な大

洪水は旧平村にも未曾有の被害をもたらした。その対策として，

2018 年において，雪持林（2018 年）を有する 15 集落では，

公有林，私有林および国有林が存在した。そのうち，10集落では

生産森林組合が所有管理する公有林が存在した。しかしながら，

聞き取り調査の結果，近年では生産森林組合の厳しい経営環境が

続き，その状況を改善するため，田向，入谷，大崩島と杉尾の 4
集落では 2019 年に組織変更を行い，生産森林組合が所有・管理

していた雪持林を認可地縁団体の経営に変更，あるいは変更予定

表－1 旧平村における雪持林の一覧 

表－2 雪持林に関連する森林政策および 

旧平村における雪崩被害の歴史 
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ナラであった。1987年以降，旧平村地域においての雪持林の植生

に関する調査の実施はないため，現在の植生状況は不明である。 
２）雪持林（1947年）と「なだれ防止保安林」（2018年）の林種 

2018年時点の旧平村の雪持林（1947年）と「なだれ防止保安

林」（2018年）には，天然林・人工林・人工林伐跡・散生地・草

生地・崩壊地・除地・岩石地といった 8 種類の林種が存在した。

そのうち，人工林伐跡，崩壊地，除地，岩石地の面積は小規模で

あるため，人工林伐跡は人工林と共に「人工林・人工林伐跡」と

し，崩壊地，除地，岩石地は「その他」として集計した。 
2018年時点の17集落の雪持林（1947年）の林種を図－2に示

す。「天然林」の総面積は235.76haであり，全体に占める割合は

約66.01％であった。「人工林・人工林伐跡」の総面積は86.35ha，
割合は24.17％であった。「散生地」の総面積は31.45ha，割合は 
8.81％であった。「草生地」の総面積は2.84ha，割合は 0.80％で

あった。「その他」の総面積は0.77ha，割合は0.22％であった。 
2018年時点の19集落の「なだれ防止保安林」（2018年）の林

種を図－3に示す。「天然林」の総面積は285.36haであり，全体

に占める割合は約77.29％であった。「人工林・人工林伐跡」の総

面積は42.29ha，割合は11.45％であった。「散生地」の総面積は

20.55ha，割合は 5.57％であった。「草生地」の総面積は16.82ha，
割合は 4.56％であった。「その他」の総面積は 4.19ha，割合は

1.13％であった。 
2018年時点の雪持林（1947年）の天然林面積割合は，「なだれ

防止保安林」（2018 年）における割合よりも低かった。雪持林

（1947年）の範囲にあり，「なだれ防止保安林」（2018年）と重

複しない部分（雪持林（2018年）以外の区域）では，人工林・人

工林伐跡の面積割合が高かった。雪持林（1947年）は，主にブナ

やトチノキ，ケヤキなどの大木を含む広葉樹の天然林であったが，

高度経済成長期の大規模な植林活動などによりタテヤマスギを主

とする人工林に変化した（図－2）。特に，篭渡と大島では主に標

高 600m～800m の範囲にある人工林・人工林伐跡の面積が大幅

に増加していた。渡原や梨谷，下梨の人工林・人工林伐跡の面積

は「なだれ防止保安林」（2018年）の人工林・人工林伐跡の面積

より大きく，主に集落から標高差約100mまでの区域に分布して

いた。入谷では散生地の面積割合が高く，その原因としてはナラ

枯れ被害による大木損失が挙げられる。 

となっていた。また， 2010年以降，複数の集落では，「なだれ防

止保安林」の管理に使える補助金が利用できない状況となった。

その理由としては，公共施設の安全確保のため（「なだれ防止保安

林」の場合，倒木や落石が下方に存在する施設に被害をもたらす

ため），「なだれ防止保安林」の下に防止柵を作成したこと（田向）

や，ナラ枯れ被害により「なだれ防止保安林」内の大木損失（入

谷）による補助金大幅減少が原因として挙げられた。この状況に

より，生産森林組合の経営はさらに厳しくなり，組織変更の進行

を促したと考えられる（聞き取り調査の結果）。 

３）雪持林（2018年）の林種 
2018 年時点の雪持林（2018 年）を有する 15 集落を対象とし

た林種ごとの面積割合を図－4に示す。雪持林（2018年）の林種

は主に「天然林」と「人工林・人工林伐跡」であり，それ以外の

林種の面積は小規模であるため「その他」として集計した。また

ブナ林の面積割合を示すため，天然林は「天然林（ブナ）」と「天

然林（その他広葉樹）」に分けて集計した。その結果，「天然林（ブ

ナ）」の総面積は43.35ha，割合は約35.18％であり，「天然林（そ

の他広葉樹）」の総面積は 70.59ha，割合は約 57.29％であった。

「人工林・人工林伐跡」の総面積は 8.05ha，割合は約 6.53％で

あった。「その他」の総面積は1.22ha，割合は約0.99％であった。

全ての集落において，天然林が占める割合は 73％以上であった。

（３）雪持林と「なだれ防止保安林」の林種 
１）雪持林の主要樹種 
旧平村の雪持林の大半は安山岩質凝灰角礫岩の破砕堆積地に位

置し，多様な植物群落が形成されてきた。「1987年概要調査」に

基づき，各集落の「なだれ防止保安林」内に存在する主要樹種の

中から，本数が多い3種を示した（表－1）。そのうち，雪持林に

共通する主要な樹木は，ブナ，トチノキ，ケヤキ，ミズナラ，コ

図－2 旧平村における雪持林（1947年）の林種（2018年時点） 
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図－3 旧平村における「なだれ防止保安林」（2018年）の林種 
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図－4 旧平村における雪持林（2018年）の 

林種ごとの面積割合 
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図－6 旧平村における 

雪持林（2018年）の材積 

図－5 旧平村における 

雪持林（2018年）の林齢 
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そのうち，杉尾，大崩島，入谷，小来栖と田向の5集落は天然林

のみで構成されていた。祖山，渡原，大崩島，篭渡と相倉の5集

落では，ブナが総面積の大半を占めた。

としての再認識，今後に向けた活用も重要であると考える。

一方，雪持林（2018年）には立木密度が高い人工林や散生地が

見られた。人工林や疎林はなだれ防止の効果が低く 13)，また，手

入れ不足の針葉樹は節が多く，良質の木材としては利用できない。

大径材を含む広葉樹林の育成・再生は今後の重要な課題であると

考えられる。森林保全や林業の持続的な経営を推進するための対

策とともに，「なだれ防止保安林」と地域住民が認識する雪持林の

共通点や相違点を踏まえ，今後の雪持林のあり方についての議論

を深めることが期待される。

４）雪持林（2018年）を構成する林種ごとの林齢 
図－5は，2018年時点の各集落の雪持林（2018年）について，

林種ごとに林齢を示した。

雪持林（2018年）の林種は天然林（ブナ）・天然林（その他広

葉樹）・人工林（針葉樹）の 3 つであった。全体での林齢分布は

天然林（ブナ）＞天然林（その他広葉樹）＞人工林（針葉樹）と

なる傾向が見られた。天然林（ブナ）は主に150年～200年の齢

級に分布し，集落ごとの面積は5ha以下であった。天然林（その

他広葉樹）は主に 70 年～150 年の齢級にあり，集落ごとの面積

は10ha 以下であった。人工林（針葉樹）は主に45 年～75 年の

齢級に分布し，集落ごとの面積は2ha以下であった。 
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